
川西市監査基準の一部を改正する告示をここに公布する。 

令和８年４月１日 

川西市代表監査委員　石　田　有　司　　 

川西市監査委員告示第　６　号 

 

川西市監査基準の一部を改正する告示 

 

川西市監査基準（令和２年川西市監査委員告示第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分(以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄に

あっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。 

(1)　改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当

該改正後部分に改める。 

(2)　改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3)　改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

　 

 改正前 改正後

 （目的） 

第１条　川西市監査基準（以下「本基準」

という。）は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号。以下「法」という。）、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号。以下「公企法」という。）及び地

方公共団体の財政の健全化に関する法律

（平成１９年法律第９４号。以下「健全

化法」という。）の規定に基づき、第４

条第１項第１号から第９号までの監査

（以下「監査」という。）、同項第１０

号の検査（以下「検査」という。）及び

同項第１１号から第１４号までの審査

（以下「審査」という。）並びにその他

（目的） 

第１条　川西市監査基準（以下「本基準」

という。）は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号。以下「法」という。）、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号。以下「公企法」という。）及び地

方公共団体の財政の健全化に関する法律

（平成１９年法律第９４号。以下「健全

化法」という。）の規定に基づき、第４

条第１項第１号から第９号までの監査

（以下「監査」という。）、同項第１０

号の検査（以下「検査」という。）及び

同項第１１号から第１５号までの審査

（以下「審査」という。）並びにその他



 の行為の実施及び報告等に関して監査委

員のよるべき基本事項を定めることを目

的とする。 

（監査等の種類及びそれぞれの目的） 

第４条　監査等の種類及びそれぞれの目的

は、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(8)　（略） 

(9)　市長又は管理者の要求に基づく職員

の賠償責任に関する監査（法第２４３

条の２の８第３項又は公企法第３４条

に規定する監査をいう。以下同じ。）　

市長又は管理者の要求に基づき、職員

が市に損害を与えた事実があるか監査

すること。 

(10)～(14)　（略） 

 

 

 

 

 

 

（監査等の結果に関する報告等への記載

事項） 

第２１条　（略） 

２　前項第７号の監査等の結果には、次の

各号に掲げる監査等の種類に応じ、重要

な点において当該各号に定める事項が認

められる場合にはその旨及びその他監査

委員が必要と認める事項を記載するもの

とする。 

(1)～(10)　（略）

の行為の実施及び報告等に関して監査委

員のよるべき基本事項を定めることを目

的とする。 

（監査等の種類及びそれぞれの目的） 

第４条　監査等の種類及びそれぞれの目的

は、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(8)　（略） 

(9)　市長又は管理者の要求に基づく職員

の賠償責任に関する監査（法第２４３

条の２の９第３項又は公企法第３４条

に規定する監査をいう。以下同じ。）　

市長又は管理者の要求に基づき、職員

が市に損害を与えた事実があるか監査

すること。 

(10)～(14)　（略） 

(15)　内部統制評価報告書審査　市長が作

成した内部統制評価報告書について、

市長による評価が適切に実施され、内

部統制の不備について重大な不備に当

たるかどうかの判断が適切に行われて

いるか審査すること。 

（監査等の結果に関する報告等への記載

事項） 

第２１条　（略） 

２　前項第７号の監査等の結果には、次の

各号に掲げる監査等の種類に応じ、重要

な点において当該各号に定める事項が認

められる場合にはその旨及びその他監査

委員が必要と認める事項を記載するもの

とする。 

(1)～(10)　（略）



　 

付　則 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４　（略） 

 

 

 

 

 

  

 

５　（略）　 

（監査委員の合議） 

第２２条　次に掲げる事項の決定は、監査

委員の合議によるものとする。 

(1)・(2)　（略） 

(3)　第４条第１項第１１号から第１４号

までの審査に係る意見

(11)　内部統制評価報告書審査　市長が作

成した内部統制評価報告書について、

監査委員が確認した内部統制の整備状

況及び運用状況、評価に係る資料並び

に監査委員が行うこととされている監

査、検査、審査その他の行為によって

得られた知見に基づき、市長による評

価が評価手続に沿って適切に実施され

たか及び内部統制の不備について重大

な不備に当たるかどうかの判断が適切

に行われているかという観点から検証

を行い審査した限りにおいて、内部統

制評価報告書の評価手続及び評価結果

に係る記載は相当であること。 

３・４　（略） 

５　監査委員は、内部統制評価報告書審査

においては、市長による評価が評価手続

に沿って適切に実施されていないと考え

られる場合及び内部統制の不備について

重大な不備に当たるかどうかの判断が適

切に行われていないと考えられる場合

は、その内容を記載するものとする。 

６　（略） 

（監査委員の合議） 

第２２条　次に掲げる事項の決定は、監査

委員の合議によるものとする。 

(1)・(2)　（略） 

(3)　第４条第１項第１１号から第１５号

までの審査に係る意見



　　この告示は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１項第９号の改正規定は、令

和８年９月２４日から施行する。


